
ラジオ体操公認指導者資格認定料助成金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町民の健康に対する意識高揚を図るため、特定非

営利活動法人全国ラジオ体操連盟（以下「連盟」という。）が開催する

公認指導者資格認定試験（以下「試験」という。）を受験し、資格認定

を受けた町民に、認定料の助成をすることについて、愛川町補助金の

交付等に関する規則（昭和５５年愛川町規則第５号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定める。 

（対象となる資格） 

第２条 助成の対象となる資格は、連盟が認定する公認指導者資格とす

る。 

（交付対象者） 

第３条 助成金の交付対象者は、愛川町に住民登録を有し、試験を受験

し、前条に掲げる資格認定を受けた個人とする。 

（助成金額） 

第４条 助成金の額は、別表に定める額とする。 

（交付回数） 

第５条 同一の個人に対する助成金の交付回数は、ラジオ体操指導員、

２級ラジオ体操指導士及び１級ラジオ体操指導士の認定に対し、会計

年度においてそれぞれ１回とする。  

（申請手続） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、資格認定を受けた日の属

する年度内に、ラジオ体操公認指導者資格認定料助成金交付申請書（第

１号様式）に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。 



（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審

査のうえ、ラジオ体操公認指導者資格認定料助成金交付決定通知書（第

２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附  則  

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。 



別 表（第４条関係） 

資格の区分 交  付  額  

１級ラジオ体操指導士 １０，０００円 

２級ラジオ体操指導士   ５，０００円 

ラジオ体操指導員   ２，０００円 

 



第１号様式（第６条関係）  

ラジオ体操公認指導者資格認定料助成金交付申請書  

   年   月   日  

 愛  川  町  長    殿  

 
住    所  
（所 在 地）   

 
氏    名  
（代表者名） 

 

 生 年 月 日   年    月    日   

 電 話 番 号  ―  

次のとおり申請します。  

１  認定資格  
(該 当 す る 資 格 に  

○ を つ け て く だ さ い )  

ラジオ体操指導員 

２級ラジオ体操指導士 

１級ラジオ体操指導士 

２  認定日       年     月     日  

３  交 付 申 請 額       円  

５  添 付 書 類       

（１）  資格認定証の写し  

（２）  認定料振込みの領収書の写し  

（３）その他（                ）  

 



第２号様式（第７条関係）  

 

ラジオ体操公認指導者資格認定料助成金交付決定通知書 

 

                            住 所     

                            （ 所 在 地 ）     
 

                            氏 名     

                            （ 代 表 者 名 ）     
 

 

  年   月   日  付けで申請のあったラジオ体操指導者  

資格認定料助成金については、次の条件を付し、  円を交付  

する。  

 

   年   月   日   

 

 

                                 愛  川  町  長     ㊞  

交付条件  

  町の監査を求められたときは、関係書類を提示すること。  

  


